
下仁田町空き家等利活用片付け事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、空き家等の有効利用を図るとともに、下仁田町空き家バンク制

度（以下「空き家バンク制度」という。）への物件登録推進を図るため、空き家等

の家財道具等の処分運搬及び屋内外の環境整備（以下「片付け」という。）に要す

る経費に対し、予算の範囲で補助金を交付することについて、下仁田町補助金等に

関する規則（昭和４９年下仁田町規則第４号）に定めるもののほか、必要な事項を

定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（１）空き家等 下仁田町空き家バンク制度実施要綱（平成２８年下仁田町要綱第

１２０号）第２条に規定する空き家等とし、同要綱第４条に登録又は登録する予

定の空き家等をいう。  

（２）空き家等所有者 空き家等の売買又は賃貸を目的として所有している者をい

う。 

（３）地域自主組織 地域の自治会、ＰＴＡ、女性団体、老人会、青少年育成会、

地域のボランティア団体その他これに類する団体で構成された組織で、地域住民

が参加、協力し活動していく組織 

（４）ＮＰＯ法人 特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）に規定するも

ので、主たる事務所の所在地が町内にあるＮＰＯ法人 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号

いずれかに該当する個人、企業、地域自主組織、ＮＰＯ法人で、申請時において市

区町村民税等を滞納していない者とする。  

（１）空き家バンク制度を利用して、空き家等の購入又は２年以上の賃貸借の契約

を締結した者 （３親等以内の親族の購入又は賃借を除く。） 

（２）空き家バンク制度に登録又は登録を行おうとする空き家等所有者 

２ 前項の補助対象者は、空き家バンク制度に２年間以上継続登録するものとする。 

（補助対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、片付

けの実施に要する経費（ごみ処理手数料、収集・運搬料金、特定家庭用機器リサイ

クル料金、廃棄物処分業者等に委託して家財を処分する場合における委託費等及び

敷地内の樹木伐採・草刈等の環境整備にかかる経費）とする。 

２ 補助対象事業の実施業者は、町内に事務所、事業所を有する法人、個人事業所に

限るものとする。 

（補助金額） 

第５条 補助金の額は、補助対象経費の２分の１以内の額とし、予算の範囲内で交付



する。ただし、１０万円を限度とする（千円未満の端数は、切り捨てる）。 

２ 前項の規定により算出した補助対象経費に次に掲げる経費が含まれるときは、こ

れを除いた残りの経費を補助対象経費とする。 

（１）国、県又は町の他の制度の補助、融資等の対象となる経費 

（２）その他町長が補助対象経費として適当でないと認める経費 

３ 補助金の交付は、同一空き家等に対して１回限りとする。 

４ 補助金の交付回数は、同一申請者（同居人を含む。）に対して１回限りとする。 

（交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、補助金交

付申請書（様式第１号）に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出をしなけれ

ばならない。 

（１）事業計画書（様式第２号） 

（２）収支予算書（様式第３号） 

（３）誓約書（様式第４号） 

（４）同意書（様式第５号） 

（５）空き家等の片付け費用の見積書の写し 

（６）申請者の市区町村民税等の滞納がない証明書 

（７）空き家等の片付け着手前の現況写真 

（８）その他町長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定） 

第７条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査

し、適当と認められるときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書（様

式第６号）により申請者に通知するものとする。 

（補助金対象事業の変更等） 

第８条 前条の規定による通知を受けた申請者（以下「交付決定者」という。）は、

当該申請の内容を変更、中止又は廃止しようとするときは、変更・中止（廃止）申

請書（様式第７号）により町長の承認を受けなければならない。 

２ 前条の規定は、前項の承認をした場合に準用する。 

（実績報告） 

第９条 交付決定者は、補助金の交付の対象となる事業が完了したときは、その完了

した日から起算して３０日を経過した日又は４月１０日のいずれか早い日までに、

事業実績報告書及び補助金交付請求書（様式第８号）に次の各号に掲げる書類を添

えて町長に提出しなければならない。 

（１）事業実績書（様式第２号） 

（２）収支決算書（様式第３号） 

（３）領収書（写） 

（４）空家等の片付け終了後の写真 

（５）その他町長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定及び交付） 



第１０条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正で

あると認められたときは、当該事業に係る補助金の額を確定し、補助金交付額確定

通知書（様式第９号）により、交付決定者に通知するとともに、速やかに補助金を

交付するものとする。 

（報告、検査及び指示） 

第１１条 町長は、当該対象事業の空き家等の活用状況について、交付決定者に対し

必要な事項について、報告を求め検査し、又は指示することができる。 

（交付決定の取消し、補助金額の変更及び補助金の返還） 

第１２条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交

付決定を取り消し、若しくは交付決定額を変更し又は既に交付した補助金の全部若

しくは一部の返還を命じることができる。 

（１）この要綱に違反したとき。 

（２）虚偽の申請その他不正行為をしたとき。 

（３）その他町長が交付決定を取り消すことが適当と認めたとき。 

（その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この要綱は、交付の日から施行する。 


